
わたしは条例全体のことも調べてみようかな。

子ども未来局のホームページで資料が紹介

されているんだって。

アドレスは最後のページに書いてるよ。
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救済制度についてみなさん
きゅう さい せい ど

「子どもの権利」とはどのようなものでしょうか？
けんけん りけん り けんけん りけん り けんけん りけん り

けんけん りけん り

けんけん りけん り

さんさん か

せいちょうせいちょう はっはっ たつたつ

か

ほ しょうしょう

ほ ご しゃしゃ やくやく わりわり

きゅうきゅうさいさい せいせい ど

じょうじょうれいれい

じょうじょうれいれい

さん か

せいちょう はっ たつ

か

ほ しょう

ほ ご しゃ やく わり

きゅうさい せい ど

し みん

じょうれい

じょうれい

けん り

今、札幌市が考えている救済制度の内
容を、3～4ページで説明してきました。
わかっていただけたでしょうか。

新しい制度をつくり、一人でも多くの子どもを救うことが、「子どもの権利」

を守ることになると考えています。

救済制度は、子ども自身も利用するもの。より多くのみなさんから、意見を

聞かせてほしいと思っています。

子どもの権利はだれにでもあるもの。

だから、お互いの権利を尊重しあうことが大事だね。

けん り

けん り そんちょう

じょう れい

み らい きょく し りょう

生きる権利や、生きる権利や、守られる権利、守られる権利、参加する権利など、参加する権利など、子どもたちが毎子どもたちが毎

日を生き生きと過ごし、日を生き生きと過ごし、自分らしくのびのびと成長自分らしくのびのびと成長・・発達するため発達するため

に欠かすことができないものが、に欠かすことができないものが、子どもの権利です子どもの権利です。。

札幌市では、幌市では、子どもにとって大切な権利やそれを保障するための子どもにとって大切な権利やそれを保障するための

おとな（市役所や保護者、役所や保護者、先生など）先生など）の役割についての「条例」条例」（札幌（札幌

市民のきまり）市民のきまり）を作ろうと考えています。を作ろうと考えています。その条例の中に、その条例の中に、このパこのパ

ンフレットに書いてある救済制度のこともくわしく入れよンフレットに書いてある救済制度のこともくわしく入れようとしうとし

ていますています。。

生きる権利や、守られる権利、参加する権利など、子どもたちが毎

日を生き生きと過ごし、自分らしくのびのびと成長・発達するため

に欠かすことができないものが、子どもの権利です。

札幌市では、子どもにとって大切な権利やそれを保障するための

おとな（市役所や保護者、先生など）の役割についての「条例」（札幌

市民のきまり）を作ろうと考えています。その条例の中に、このパ

ンフレットに書いてある救済制度のこともくわしく入れようとし

ています。

きゅうさいせい ど

すく

り よう

せい ど けん り

きゅう さい せい ど ない

よう
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このパンフレットを読んだ意見を自由に書いてください。

6

相談の方法は、どのような
ものがあればいいと
思いますか？相談員はどんな人が

いいでしょう？

相談室の場所や雰囲気は、
どのようなところが
よいでしょうか？相談窓口は、いつ開いて

いるとよいでしょうか？

なまえ 学年

書き方などは、次の
ページを見てね！
電子メールで送る
こともできます！

自分よりも小さい
子どもの気持ちに
なって考えるのも
いいかもしれないね。

から意見を募集します！

例えば…
たと

記 入 欄
らん

まど ぐち

ほう ほう

ふん い き

救済制度を、子どもたちにとって利用しやすく親しまれるものに

するためには、どうすればいいと思いますか？

例えば、次のようなことも参考にしてください！！

きゅうさい せい ど り よう

たと さん こう

ぼ しゅう

けん り けん り けん り

けん り

けん り

さん か

せいちょう はっ たつ

か

ほ しょう

ほ ご しゃ やく わり

きゅうさい せい ど

じょうれい

じょうれい

生きる権利や、守られる権利、参加する権利など、子どもたちが毎

日を生き生きと過ごし、自分らしくのびのびと成長・発達するため

に欠かすことができないものが、子どもの権利です。

幌市では、子どもにとって大切な権利やそれを保障するための

おとな 役所や保護者、先生など）の役割についての 条例」（札幌

市民のきまり）を作ろうと考えています。その条例の中に、このパ

ンフレットに書いてある救済制度のこともくわしく入れようとし

ています。
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書き方について

お問い合わせ先

意 見 提 出 期 限
てい しゅつ き げん

※ 寄せられた意見に対して、個別の回答はいたしま

せんが、意見の要点をまとめ、それに対する札幌

市の考え方とあわせて、ホームページなどで発表

します。

※ 記入用紙に名前や学年を書かなくてもかまいませ

ん。意見の要点を発表するとき、名前は公表しま

せんが、学年は紹介する場合があります。

※ 記入用紙を直接子ども未来局にお持ちいただく場

合、受付時間は平日の午前8時45分～午後5時15

分までです。

※ このパンフレット（小学生・中学生向け）のほか

に、一般用（高校生・大人向け）の資料を、市役

所、子ども未来局、区役所などで配布しています。

１ 記入欄に意見を書いて、用紙を切り取り、のりづ

け後、札幌市子ども未来局子どもの権利推進課に

提出してください。

提出方法は、郵便、ファックスのほか、電子メー

ル、ホームページでも、受け付けています。また、

直接、子ども未来局に持って来てくださってもか

まいません。なお、電話による受付は行っており

ません。

２ 学校や施設などで意見用紙を取りまとめている場

合は、学校や施設に提出してください。

札幌市では、このパンフレットに書かれている

救済制度の内容について、みなさんの意見を

募集します。

このあと、寄せられた意見などをもとにして

条例案を作り、札幌市議会（市民の代表である

議員が集まると

ころ）に、提案す

ることにしてい

ます。

平成20年（2008年）3月28日（金）必着で、郵送・

持参・FAX・電子メール等により提出してください。

※郵送の場合

① このページを切り取り、ご意見記入。

② 折り線のとおり折る。

③ のり付けし、ポストに入れる。

（切手はいりません）

札幌市子ども未来局子ども育成部
子どもの権利推進課

電話：011-211-2942 FAX：011-211-2943
電子メール：kodomo.kenri@city.sapporo.jp

ホームページ：「子どもの権利ウェブ」
http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/
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料金受取人払郵便 

差出有効期間 
平成20年3月 
31日まで 

札幌支店 
承認 
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●切手不要 

のへ救済制度救済制度救済制度救済制度救済制度
きゅう さい せい ど

けん り じょう れい そ あん

（仮称） 




